
 

 

会 議 結 果 報 告 書 

 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    令和４年２月２２日（火）午後１時３０分 

 

３ 閉会日時    令和４年２月２２日（火）午後２時５分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    ３件 

 

６ 議決の状況   原案可決    ３件    承  認   ０件 

          一部修正可決  ０件    同  意   ０件 

          継続審議    ０件     

 

７ 議事録     別添のとおり 
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教育委員会定例会議事録 

 

１ 会議年月日   令和４年２月２２日（火） 

 

２ 招集の場所   くすのきプラザ ２Ｆ 研修室 

 

３ 出席者 

          教育長  新田 憲章 

          委 員  坂田 眞澄 

委 員  上之園 公子 

委 員  神原 謙治 

委 員  松本 真奈美 

 計 ５人 

 

４ 議事日程 

  日程第１  議事録署名委員の指名 

日程第２  教育長報告 

       【会議等】 

・２月２日（水）  広島県市町教育長会議 

・２月１０日（木） 全員協議会 

・２月２１日（月） 総務文教委員会 

     

【学校教育関係】 

      ・町立学校の新型コロナウイルスの感染について 

      ・児童生徒の活躍について 

      ・中学校３年生の高等学校入学試験の状況について 

  

【社会教育関係】 

      ・まん延防止対策延長による社会教育施設の対応について 

 

日程第３ 第１５号議案  令和４年第１回府中町議会定例会に提案される教育委員会関係

の議案等に対する意見について 

 

日程第４ 第１６号議案  府中町非常勤講師等雇用事務取扱要綱の廃止について 

 

日程第５ 第１７号議案  府中町歴史民俗資料館管理運営規則の一部改正について 



2 

 

５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長      榎並 隆浩    教育委員会事務局主幹    大神 規正 

総務課長      岩﨑 雅男    学校教育課長        立花 淑子 

社会教育課長    山本 進一    総務課課長補佐兼総務係長  松林 亮 

総務課事業調整員  小路 靖子 

 

６ 議事の内容 

 

（開議 午後１時３０分） 

 

教育長    それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、ただいまから定例教育委員会

会議を開催します。 

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりでございますが、よろしいでしょ

うか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、そのようにいたします。それでは日程第１「議

事録署名委員の指名」を行います。府中町教育委員会会議規則第１８条第３項の規定

により、私と坂田委員を指名することとしますが、よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    では、次に参ります。日程第２「教育長報告」を議題といたします。 

       まず、前回の教育委員会会議において、坂田委員からご質問のあった、「府中町生

徒指導上の諸課題の状況」について、学校教育課長から回答いたします。 

 

学校教育課長 学校教育課長です。府中町生徒指導上の諸課題の暴力行為の事案について、坂田委

員から質問いただいた回答をさせていただきます。掃除時間中に友達が故意でなく降

ろした椅子が足に当たったため、その友達は謝ったが、納得できず、ほうきを振り回

し、友達に当たったという事案です。加害児童は４年生で、注意欠如と多動・衝動性

の特性があり、頭に血が上ると衝動性が抑えられず、つい手や足が出てしまったり、

冷静な行動がとれなくなったりする傾向があります。また、感情の起伏が激しく、落

ち着いた後は、自分を責めて頭を自分でたたくなど自傷行為をすることもある児童で

す。加害児童の保護者とは学校で面談を行い、発達特性があることを共有し、今後も

家庭と連携して手立てを考えたり、より良い対応をするために協力をお願いしまし

た。また、被害児童の保護者にも謝罪され、現在子ども達はわだかまりなく学校生活

を送っています。学校での取り組みですが、学級では暴力は何があってもいけないと

いうことを指導し、また、学年全体でも、命の大切さやルールを守ることの大切さに

ついて指導しました。以上です。 

 

坂田委員   ありがとうございました。 
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教育長    続いて、【会議等】について３件報告します。 

１件目は、２月２日水曜日に広島県市町教育長会議がオンラインで開催されまし

た。県教委関係各課から、不祥事防止、確定交渉結果や働き方改革等の教職員関係の

報告や令和４年度施策の説明等が行われました。 

２件目は、２月１０日木曜日に町議会全員協議会が開催されました。教育委員会か

らは、「民間プール施設を活用した水泳授業の試行について」報告しました。この詳

細については、後ほどの教育委員会協議会において、総務課長から詳細を説明しま

す。 

３件目は、昨日２１日月曜日に町議会総務文教委員会が開催されました。教育長報

告として、６件の報告をいたしました。今回の教育委員会会議での報告内容以外で

は、「小中学校の卒業式・入学式について」と「新公民館等の開館について」報告し

ています。 

続いて【学校教育関係】について３件報告します。 

１件目は、「町立学校の新型コロナウイルスの感染について」です。状況により随

時報告させていただいておりますが、３学期開始以後急激に学校においても陽性者が

出ております。 

２件目は、「児童生徒の活躍」について報告します。 

２件合わせて、学校教育課長が詳細を報告します。 

 

学校教育課長 学校教育課長です。まず１件目の町立学校の新型コロナウイルスの感染についてで

す。新型コロナウイルス感染拡大により、１２月下旬から児童生徒の感染者が増加し

ており、昨年末の１２月２１日から先週２月１８日までの感染者数は１１２人となっ

ています。この間に、学級閉鎖を実施した学校がありました。府中中央小学校は、昨

年末の１２月２３日に１学級が学級閉鎖をしました。今年に入ってからは府中緑ヶ丘

中学校が２月１日から２月４日まで、府中北小学校は２月２日から２月４日まで、府

中中央小学校は２月９日から２月１０日まで各１学級ずつ学級閉鎖を実施いたしまし

た。引き続き、学校においては感染防止対策を徹底してまいります。また、今年度、

修学旅行を実施していない府中南小学校と府中中学校については、２月の実施を予定

していましたが、新型コロナウイルス感染拡大、そしてまん延防止等重点措置の延長

により、実施時期を３月に変更して実施する予定としています。なお、現時点におい

ては、それぞれの学校の修学旅行先は、府中南小学校が３月９日水曜日から１０日木

曜日まで山口県へ、府中中学校が３月２２日火曜日から２４日木曜日まで長崎県と熊

本県を予定しています。 

続いて、２件目の児童生徒の活躍についてです。１１月１３日に開催された「第５

９回中国吹奏楽まつり inさくらぴあ」に両中学校の吹奏楽部が出場し、府中中学校は

最優秀賞、府中緑ヶ丘中学校は優秀賞を受賞しました。また、１２月４日に開催され

た「広島県アンサンブルコンテスト」では、府中中学校の打楽器四重奏、管打八重奏

ともに金賞、府中緑ヶ丘中学校の管打八重奏が金賞、金管八重奏が銀賞を受賞しまし

た。以上です。 

 

教育長    ３件目は、「中学校３年生の高等学校入学試験の状況について」です。現在、公立

高等学校等の選抜Ⅰ及び私立高等学校の入学試験が終了し、先週には公立高等学校等

の選抜Ⅱの願書提出が行われました。現在のところ入試関係の事務は概ね順調に進

み、中学校３年生の進路について順次決定されている状況です。詳細について、学校

教育課長が説明します。 
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学校教育課長 学校教育課長です。３件目の、中学校３年生の高等学校入学試験の状況についてで

す。２月に入り、高等学校の入学選抜試験が本格化しています。公立高校について

は、２月３日木曜日に推薦試験にあたる選抜Ⅰが行われ、８日火曜日に合格発表があ

りました。７８人が受検し、５２人が合格しています。また、３月７日、８日には、

一般入試にあたる選抜Ⅱが行われ、２０２人が受検予定です。１５日火曜日が合格発

表です。そして、３月２３日には二次募集にあたる選抜Ⅲが行われ、２４日に合格発

表があります。県立特別支援学校は、３月８日、９日に一般入試、１３日が合格発表

です。３人が受検する予定です。私立入試については、多くが２月第１週から第２週

にかけて推薦入試、合格発表が行われました。１０５人が受検し、１０５人が合格し

ています。２月３週目からは、私立の一般入試が始まり、１９４人が受検しました。

今週合格発表があります。以上です。 

 

教育長    続いて【社会教育関係】について１件報告します。 

新型コロナウイルス感染症まん延防止重点措置が３月６日まで再延長されることに

なりました。それに伴う、社会教育施設の対応について社会教育課長から説明いたし

ます。 

  

社会教育課長 社会教育課長です。まん延防止対策延長による社会教育施設の対応についてご説明

させていただきます。まん延防止等重点措置の実施期間が２月２０日日曜日まででし

たが、再延長が決定し、期間が３月６日日曜日までとなりました。社会教育施設の対

応ですが、本日配付させていただきました新型コロナウイルス感染症による町施設の

利用制限等状況一覧をご覧ください。屋内施設は引き継ぎ利用中止となっておりま

す。なお、図書館では、インターネット、ＦＡＸ、電話での資料の予約、の受付等

は、引き続き行っております。２ページ目をご覧ください。屋外施設は２月２０日ま

では利用時間が２０時まででしたが、２１時までに変更となりました。これにより、

府中小学校、南小学校、北小学校の運動場以外の施設は通常利用ができるようになり

ました。施設の予約についてですが、対策期間中の新規予約受付は停止しています。

なお、対策期間外（３月６日）以降の利用予約は、対策期間中も受付を可能としてい

ます。説明は以上です。 

 

教育長    教育長報告は以上です。 

それでは、会議等についてご質問等ございますか。 

 

（なし） 

 

教育長    よろしいですか。学校教育関係についてご質問等ございますか。 

 

（なし） 

 

教育長    よろしいですか。社会教育関係についてご質問等ございますか。 

 

（なし） 

 

教育長    よろしいですか。続いて、委員の皆様から、その他のご意見などありましたら、お

願いいたします。 
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松本委員   私は、２月１０日に市町村教育委員会のオンライン協議会に参加させていただきま

した。Zoomでたくさんの方と話をするという、なかなか慣れない事で緊張しました

が、事前に行政の説明とか文部科学省の Youtubeを視聴しての参加ということで、事

前に視聴して参加しました。開催のあいさつがあって、分科会の説明を受けて、分科

会のテーマ１の「地域と学校の連携について」というところに参加しました。グルー

プは５人に振り分けてあって、最初に自己紹介して、その後に各自の市町村の取り組

みについて発表しました。私は、最後の発表者でしたので、気分的に安心したんです

けど、資料を用意して下さったので、しっかりお伝えすることができました。府中町

では、小中７校でコミュニティスクールの活動に取り組んでいることも紹介しました

し、府中南小学校の活動事例を紹介させてもらいました。また、自分自身もコミュニ

ティのサポーターや放課後子供教室のコーディネーターをしているんですと話をした

ら、興味をもっていただきました。「共育」って共に育てると書く、そのキーワード

で、子ども達を共に育てているということもなんですけど、大人も共に育てるとい

う、言葉どおりに府中町は活動していますというのもしっかりとお伝えしました。そ

の後質疑応答があったんですが、放課後子供教室ってどこで活動しているんですかと

か、何人なんですかとか、ボランティアはどのように声をかけて募っているんですか

と言われました。緊張したんですけど、お答えすることができました。コミュニティ

を始めたばかりのところとか、全小学校区に公民館があって、そこがコミュニティス

クールが始まる前から公民館と学校と地域がつながっているというすごいお話とかも

聞いて、すごく勉強になりました。もっと驚いたのが、コミュニティスクールの中に

ＣＳディレクターを配置されて、円滑に活動ができる人材を配置するということを取

り組んでいることを聞いて、いろいろやっているんだなと思い勉強になりました。次

は分科会のテーマが「教育の情報化」というのに参加させてもらいました。ここでも

自己紹介の後発表がありました。府中町の取り組みとしてまとめたものを用意して下

さったので、それを発表しました。こちらでも質問がありました。就学援助の世帯に

無償で Wi-Fiルーターを貸し出ししているということで聞かれまして、一家庭に子ど

もが３人なら３台とか５人なら５台とか貸し出されているんですかという質問だった

んですけど、たぶん一家に１台だったと思いますと答えたんですが、その方が言われ

るには、ギガが足りないことがあるという話も聞いて、そこも勉強になったなと、持

ち帰って発表させてもらおうと思いました。様々な意見の中でＩＣＴの活用というの

は、夜間の中学校とか不登校の生徒にはすごく役立っているんですという声もありま

した。一番皆さんが盛り上がっていたのが、５年後の端末についての事でした。どう

なんですかねと文科省の方に聞かれていて、文科省の方は国も検討していますと言わ

れて、利用と端末の金額を見ていきながら、また現場の声も聞きながらこれから考え

ていきますという答えでした。参加して、たくさん学ぶことができました。ありがと

うございました。 

 

教育長    ありがとうございます。その他ございませんか。 

 

（なし） 

 

教育長    では次に参ります。日程第３、第１５号議案「令和４年第１回府中町議会定例会に

提案される教育委員会関係の議案等に対する意見について」を議題といたしますが、

本件は、成案となる前の議案の内容に係るものですので、審議は非公開が適当と思わ

れ、非公開とする期間は、府中町議会に議案が提出されるまでとすることが適当と思



6 

 

われます。第１５号議案の議事内容について、非公開とすることに賛成の委員は挙手

をお願いします。 

 

（挙 手） 

 

教育長    出席委員の３分の２以上と認め、第１５号議案については非公開とし、非公開期間

については、議会に議案が提出されるまでとします。 

それでは、説明をお願いします。 

 

教育部長   教育部長です。第１５号議案。令和４年２月２２日。令和４年第１回府中町議会定

例会に提案される教育委員会関係の議案等に対する意見について。令和４年第１回府

中町議会定例会に提案される教育委員会関係の議案等に対する意見について、教育委

員会の審議に付する。詳細な説明は総務課長が行います。 

 

総務課長   総務課長です。資料１ページからの第１５号議案「令和４年第１回府中町議会定例

会に提案される教育委員会関係の議案等に対する意見について」を説明いたします。 

本件は、３月に開催される府中町議会定例会の議案として、府中町長に対し教育委員

会から提案を依頼しているもので、令和３年度府中町一般会計補正予算（第９号）に

係るものでございます。資料２ページをご覧ください。令和３年度府中町一般会計補

正予算（第９号）です。繰越明許費補正です。繰越明許費とは、年度内に事業が終了

せず、支出が翌年度になる場合に、当該年度で確保していた予算を翌年度に繰り越し

を行うものです。それでは、社会教育課関係、歳出から説明いたします。「府中公民

館等改築事業」の「歴史民俗資料館河川敷工事設計委託料」は、繰越額５４１万２千

円です。本業務は、現歴史民俗資料館解体のため、必要な調査設計業務を委託するも

のですが、解体実施に係る、広島県の所管課との協議に時間を要していることから、

繰り越しを行うものです。続いて、歳入「府中公民館等改築事業債」は、繰越額４０

０万円です。先に説明しました歳出「府中公民館等改築事業」の特定財源であるた

め、併せて繰越明許費として計上しております。 

 続いて、資料３ページ以降の「令和４年度教育委員会関係予算要求（案）」につい

て、説明いたします。本件については、これまでの教育委員会会議の協議会の中で説

明しておりますが、その後に行われた、財務部長査定や町長・副町長説明を経て、内

容に一部変更がありますので、本日はその内、主な変更箇所について、説明させてい

ただきます。資料５ページをご覧ください。下から３番目の事業「くすのきプラザ維

持管理事業」です。今年初めに故障しました、くすのきプラザの冷暖房の修繕料１４

０万５千円を追加計上し、合計で１９０万５千円としております。続いて、資料は少

し飛んで１４ページをご覧ください。上から２番目の事業「放課後児童クラブ（留守

家庭児童会）整備事業」です。府中南小学校区の放課後児童クラブの屋根外壁の改修

工事費については、１つ上の事業「放課後児童クラブ（留守家庭児童会）事業」に含

めて予算計上していましたが、別事業として区分することとしております。なお、計

上額は１，１０２万２千円で金額の変更はありません。続いて、資料１５ページをご

覧ください。下から３番目の事業「社会体育施設改修等事業」です。府中南体育場の

外壁改修工事費については、１７ページの一番下の事業「社会体育施設維持管理事

業」に含めて予算計上しておりましたが、こちらも別事業として区分することとして

おります。なお、計上額は１，７２０万４千円で金額の変更はありません。続いて、

１７ページをご覧ください。下から３番目の事業「夏季学校プール開放事業」とその



7 

 

次の事業「スポーツ推進事業」です。こちらについては、これまでの説明で「夏季学

校プール開放事業」を廃止し、新たに多種目のスポーツ体験などを行う「スポーツ推

進事業」を新設すると説明していますが、「夏季学校プール開放事業」については、

事業名は廃止となるものの、新設する「スポーツ推進事業」の中で引き続き実施して

いくこととしております。なお、「スポーツ推進事業」の計上額は１２８万５千円で

金額の変更はありません。その他、会計年度任用職員の人件費を計上している各事業

については、人事院勧告に準じた期末手当の引き下げに伴う、職員手当等の減額分を

反映させております。説明は以上です。 

 

教育長    何かご質問・ご意見等ございますか。 

 

（な し） 

 

教育長    ないようでございます。よって日程第３、第１５号議案については、原案のとおり

可決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、日程第３、第１５号議案については、そのよう

に決します。 

では次に参ります。日程第４、第１６号議案「府中町非常勤講師等雇用事務取扱要

綱の廃止について」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   教育部長です。第１６号議案。令和４年２月２２日。府中町非常勤講師等雇用事務

取扱要綱の廃止について。府中町非常勤講師等雇用事務取扱要綱を廃止する訓令につ

いて、教育委員会の審議に付する。詳細な説明は学校教育課長が行います。 

 

学校教育課長 第１６号議案「府中町非常勤講師等雇用事務取扱要綱を廃止する訓令について」説

明いたします。令和２年度から会計年度任用職員制度が始まったことに伴い、非常勤

特別職であった非常勤講師は、日額または時間額の会計年度任用職員に移行されまし

た。このことにより、雇用に関する事務が本要綱ではなく、会計年度任用職員の条

例・規則を適用することとなったため、本要綱を廃止するものです。現在の非常勤講

師に係る事務は、会計年度任用職員の条例・規則に則って運用しています。なお、本

要綱の廃止は、会計年度任用職員制度が施行された令和２年４月１日に行うべきとこ

ろでしたが、本日まで廃止の手続きが遅れましたことをお詫び申し上げます。説明は

以上です。 

 

教育長    何かご質問等ございますか。 

 

（な し） 

 

教育長    ないようでございます。よって日程第４、第１６号議案については、原案のとおり

可決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 
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教育長    ご異議ないようでございますので、日程第４、第１６号議案については、そのよう

に決します。 

では次に参ります。日程第５、第１７号議案「府中町歴史民俗資料館管理運営規則

の一部改正について」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   教育部長です。第１７号議案。令和４年２月２２日。府中町歴史民俗資料館管理運

営規則の一部改正について。府中町歴史民俗資料館管理運営規則の一部を改正する規

則について、教育委員会の審議に付する。詳細な説明は社会教育課長が行います。 

 

社会教育課長 社会教育課長です。資料２２ページからの、第１７号議案「府中町歴史民俗資料館

管理運営規則の一部改正について」説明させていただきます。今回の管理運営規則の

改正は、府中町立府中公民館の改築に伴い、府中町歴史民俗資料館の開館時間及び館

内施設の室名を変更するものです。資料２４ページの新旧対照表をご覧ください。第

２条、資料館の開館時間、午前１０時から午後４時までを、午前９時分から午後５時

までに、第４条及び第５条の室名、ロビーとあるものをギャラリーに改正するもので

す。施行期日は、令和４年４月１日です。説明は以上です。 

 

教育長    何かご質問等ございませんか。 

 

（な し） 

 

教育長    ないようでございます。よって日程第５、第１７号議案については、原案のとおり

可決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、日程第５、第１７号議案については、そのよう

に決します。 

以上で本日の議事日程をすべて終了いたしましたので、これをもって本日の会議を

閉会いたします。 

 

（閉議 午後２時５分） 

 

 

  


